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平成２４年１０月１日

各都道府県 民生主管課

（社会福祉法人指導監査担当） 御中

各地方厚生局 社会福祉法人指導監査担当

厚生労働省社会・援護局

福祉基盤課法人指導監査係

社会福祉法人の権限移譲に係るＱ＆Ａについて（その２）

昨年度、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律」（平成２３年法律第１０５号）が公布されたところです。

これに伴い、社会福祉法が改正され、現在、都道府県知事が処理している社会福祉法

人に関する定款の認可、報告の徴収及び検査、業務停止命令等並びに解散命令について

は、主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であってその行う事業が当該市の区

域を越えないものに限り、平成２５年４月からすべての市へ権限が移譲されます。

ついては、平成２４年６月２５日付事務連絡にＱ＆Ａを追加しましたので、ご了知い

ただくとともに、都道府県におかれましては、一般市へ周知いただきますようお願い申

し上げます。

なお、今後必要に応じて、Ｑ＆Ａを追加する予定であることを申し添えます。



【別紙】

一般市への権限移譲に関するＱ＆Ａ

（問１）

改正後社会福祉法第３０条に「その行う事業が当該市の区域を越えないもの」と

あるが、具体的にはどのように判断すればよいのか。

（答）

基本的な考え方としては、社会福祉施設経営を行う事業の場合、施設の所在地が当該

市の区域内にあるか否かで判断する。それ以外の各種居宅介護等事業、相談事業等につ

いても、これに準じ、事業所の所在地で判断されたい。

したがって、事業の範囲が当該市の区域を越えるというだけでは都道府県知事が所轄

庁とはならず、施設や事業所が２以上の市町村の区域に所在している場合に都道府県知

事が所轄庁となる。

ただし、社会福祉法第２条第３項第１３号に定める連絡又は助成事業については、各

社会福祉事業に関し、連絡又は助成を行うものであるという事業の性格に鑑み、当該「連

絡」又は「助成」の趣旨、目的、範囲等により判断されたい。

（問２）

日常生活自立支援事業で基幹的社会福祉協議会として複数の市町村区域を担当し

ている社会福祉協議会の所轄庁は従来どおり都道府県知事となるのか。

（答）

市町村社会福祉協議会は、１つの市町村の区域内において事業を行われているが、日

常生活自立支援事業における基幹的社会福祉協議会としての立場を有する場合は、複数

市町村の区域を担当することとなる。このような場合においても、事業所が１つの市の

区域にのみ所在するのであれば、当該所在地の市長が所轄庁となる。



（問３）

都道府県社会福祉協議会の所轄庁は従来どおり都道府県知事となるのか。

（答）

都道府県社会福祉協議会が行う事業として、社会福祉法第２条第３項第１３号に定め

る事業に該当する「市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整」があり、その

事業の範囲が都道府県内全域に及ぶため、所轄庁は都道府県知事となる。

（問４）

改正後社会福祉法第３０条の「事業」とは、社会福祉事業を指すのか。

（答）

社会福祉事業のみならず、公益事業及び収益事業も含む。

（問５）

平成２５年４月以降、厚生労働大臣又は地方厚生局が所轄庁である社会福祉法人

であって主たる事務所の所在地が一般市である社会福祉法人の定款変更申請はどの

ように行うのか。

（答）

従来どおり、社会福祉法第４３条第２項に基づき、当該社会福祉法人の主たる事務所

の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣又は地方厚生局長に提出することと

なる。

（問６）

保育所における分園や指定障害者支援施設等における従たる事業所を設置してい

る場合の所轄庁の判断基準はどうなるのか。



（答）

分園及び従たる事業所は、本園及び主たる事業所と一体的に管理運営を行うものでは

あるが、それぞれ利用者が存在し、サービス拠点としての役割を果たすものである。

このため、分園及び従たる事業所の所在地が、本園及び主たる事業所の所在地と異な

る市に存在する場合は、都道府県知事が所轄庁となる。

（問７）

一般市が設立した社会福祉事業団が、他市の設置した社会福祉施設の受託経営を

行う場合、所轄庁の判断基準はどうなるのか。

（答）

「社会福祉法人の認可について（平成１２年１２月１日局長連名通知）」における社会

福祉法人審査基準第４－１－（２）に定められているとおり、都道府県が設置する社会

福祉事業団については、基本的な所轄庁の判断基準に関わらず、都道府県知事が所轄庁

となる。

市の設置する社会福祉事業団についても、これに準じて判断することとし、所轄庁は

当該事業団を設置した市長となる。

（問８）

平成２５年４月１日以降、市長が所轄庁となっている社会福祉法人において、他

市から短期間の委託事業を受託し、委託先の市の区域内でも事業を実施する場合、

その期間内に限って都道府県知事が所轄庁となるのか。

（答）

基本的に都道府県を所轄庁と考えるべきであるが、１年未満の短期の受託事業を行う

に過ぎない場合は、事務負担を考慮し、所轄庁を都道府県とする変更を要しない。また、

受託期間が未確定（１年を超える当分の間等）である場合等は、所轄庁は都道府県知事

となる。



（問９）

社会福祉法人において、複数の市において社会福祉施設を経営しており、一部施

設が休止中の場合、所轄庁はどのように判断するのか。

（答）

休止中の施設であっても、１つの施設と見なして判断することとなる。このため、休

止中の施設を含めて、その経営する施設が２以上の市の区域に所在している場合には、

都道府県知事が所轄庁となる。

なお、事業を休止している事実があるときは、その措置について、法人側の方針を確

かめた上、その具体的な是正方法について報告を求めるとともに、廃止する場合は定款

変更等の手続きを行わせることが必要である。

（問１０）

現在、所轄庁が都道府県知事である社会福祉法人の定款に、例えば、「○○県知事

の承認を受けなければならない」と規定されている場合、市への権限移譲に伴い、

「○○市長の承認を受けなければならない」という定款変更は必要か。また、どの

時点で変更するのか。

（答）

「社会福祉法人の認可について（平成１２年１２月１日局長連名通知）」における社会

福祉法人審査基準第４－１－（３）及び（４）に定められているとおり、事業拡大によ

る定款変更認可申請書は、事業拡大に伴う変更後の所轄庁に提出することとされている。

原則としては、これに準じて、所轄庁が変更となる社会福祉法人における当該規定の

定款変更は、権限移譲後の市長に対して定款変更認可申請書を提出することとなる。

また、定款変更認可申請書の提出にあたっては、理事総数の３分の２以上の同意を得

て、市長の認可を受ける必要がある。当該申請書の提出時期としては、平成２５年４月

１日以降速やかに行うことが必要であり、平成２４年度決算に係る理事会の認定（会計

年度終了後２月以内）の際に、定款変更に係る理事の同意を得た上で、市長に対して当

該申請書を提出することが望ましい。



（問１１）

問１０のケースの場合、都道府県知事が今年度中に定款変更の認可を行うことは

可能か。

（答）

問１０の答のとおり、原則としては、市長が認可を行うこととなる。しかしながら、

法人及び市長の事務負担を考慮し、今年度中に都道府県知事において、定款変更認可を

決定しても差し支えない。また、その際には定款附則に下記のとおり経過措置規定を設

けること。

（附則）

第○条及び第○条の改正は、平成２５年４月１日から施行する。

（問１２）

社会福祉法人審査基準第４－２において、法人の設立認可の審査にあたっては、

内部牽制を確保した庁内審査会を設置する旨の記載があるが、平成２５年４月以降

に設立予定となる法人の場合はどのような取扱いとなるのか。

（答）

現在は、法人設立及び施設整備は共に都道府県の事務となる（※）が、平成２５年４

月以降は法人設立が市、施設整備が都道府県となるため、都道府県が施設整備の国庫補

助協議を行う場合、事前に市において設立の審査会を終えておく必要がある。

（※）「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する

指導監督の徹底について（平成１３年７月２３日局長連名通知）」において、施設整備に

係る国庫補助協議に当たっては、法人の設立認可の審査（庁内審査会等）を経ているこ

とを条件とするもの、とされている。

こうした中で、平成２５年４月以降に設立が予定される法人について、今年度中に設

立認可の審査を行う場合は、必要に応じて、権限移譲後の市担当部署を加えることや審

査会の結果を報告するなど連携を図り、対応していただきたい。

また、平成２５年４月以降、市においては設立認可申請、都道府県においては法人設



立を前提とした施設整備の国庫補助協議を受理した場合には、それぞれ情報交換を行う

など連携を図り、適正に審査されたい。なお、市の法人監査及び県の施設監査について

も、市・県と日程等の調整をし、法人・施設に過度の負担感を与えないようご配慮願い

たい。

（問１３）

平成２５年４月１日以降、市長が所轄庁となる社会福祉法人において、過去の設

立や定款変更認可時の指導監査書類、現況報告書の取扱いはどうなるのか。

（答）

該当法人の関係書類については、都道府県知事において原本を保管し、直近の現況報

告書や法人監査報告類（監査結果通知及び改善報告書）の写しを都道府県知事から市長

へ移管していただきたい。ただし、市長から求めがあった場合にはその他必要な書類（過

去の設立や定款変更認可時の書類等）を提供していただきたい。

（問１４）

権限移譲に伴い、市への財政措置はどうなるのか。

（答）

現在、都道府県、指定都市及び中核市が社会福祉法人に対して実施する指導監査に必

要な旅費については、セーフティネット支援対策等事業費補助金（社会福祉法人指導監

督事業）の国庫補助の対象としている。

このため、法人に対する指導監査の権限が一般市に移譲されることに伴い、当該事業

の実施主体に一般市を含めるための概算要求をしたところ。


